
（１）介護テクノロジー
普及促進事業補助金
対象：介護ロボット・ＩＣＴ

見守り機器導入に伴う通信環境整備
＋（上記の導入と一体的に行う）

業務改善支援※必須

（２）介護ＤＸ化推進補助金
対象：①の補助金の対象

＋調理支援・配膳支援等
その他介護支援機器も対象

複数の介護テクノロジーを導入して
先進施設を目指す

（３）事業者グループ
職場環境改善協働実施推進補助金

対象：複数の法人で構成された

事業者グループが実施する、
経営の協働化等を通じた
職場環境改善に資する以下の取組
・人材募集・研修・事務処理の集約化等

①②の補助金と同時申請可能

小規模事業者同士の
経営の協働化・
大規模化を支援

補助上限
１事業所あたり

５００万円

介護
テクノロジーの

導入支援

介護業務全般で
DX化を推進し

先進施設を目指す
補助上限
１事業所あたり

１０００万円

同時申請 不可

補助上限
１グループあたり

１,２００万円

※採択予定：２施設

補助率：全て４／５



（３）事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金

※（１）（２）の補助金と同時申請可能

（１）介護テクノロジー普及促進事業補助金

各補助対象の
補助上限額

１グループあたり１，２００万円（１法人につき１２０万円）

機器の選定・導入・活用の相談は、「ながさき介護現場サポートセンター」
（電話：095-872-7916、Ｅメール：n-kaigo@aso-education.co.jp）をご利用ください

●提出方法
長崎県ホームページ内 電子申請システム
URL：
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-
shiken-bosyu/boshu/675719.html

（検索方法：
「長崎県 デジタル改革
補助金 新規募集」で検索）

●採択予定時期
令和6年10月頃（前後する可能性あり）

●お問い合わせ
長崎県福祉保健部 長寿社会課
介護人材確保推進班 電話:095-895-2440

★補助対象者等
詳細は

募集要項を
ご確認ください

●提出書類●

Ⅰ．業務改善計画書様式（エクセル）のうち
・経費所要額調（様式2-1-1又は様式2-1-2）
・事業計画書（様式３）
・別紙

Ⅱ．通信環境整備の場合は、通信環境整備の
内容がわかる書類（図面等）

Ⅲ．ＩＣＴ導入の場合は、勤務形態一覧表
（参考様式１）（常勤換算の人数を
記入したもの）

Ⅳ．見積書の写し
Ⅴ．その他参考となる書類
※（２）の補助金はⅠ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴのみ必要
※（３）の補助金はⅠ・Ⅳ・Ⅴのみ必要

（２）介護ＤＸ化推進補助金

介護ロボット・ＩＣＴ・見守り機
器導入に伴う通信環境整備・
その他介護支援機器

合計
１,０００万円

（介護ロボット・ＩＣＴの導入と
一体的に行う）業務改善支援
※必須

４８万円

これまで１度も介護テクノロジーを導入しておらず、なおかつ１種類のみ導入す
る場合は、上記とは別に機器ごとの上限額あり（募集要項参照）

介護ロボット・ＩＣＴ・見守り機器導入に伴う通信環境整備 合計５００万円

（上記の導入と一体的に行う）業務改善支援※必須 ４８万円

補助率：全て４／５


